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田 村 市 農 業 委 員 会 
 

 



 

議   事   録 

 

 

１．開催日時   令和４年３月１７日（木） 午後１時３０分 

 

２．開催場所   田村市船引公民館 ホール 

 

３．出席委員   田村市農業委員１９名のうち１７名 

         田村市農地利用最適化推進委員２０名のうち１６名 

 

          １番 郡司嘉一委員   ２番 陣野原 進委員  ３番 栁沼正郎委員 

   ４番 猪狩徳孝委員   ６番 渡邊義輝委員   ７番 渡邊慶幸委員 

   ８番 白岩幸一委員   ９番 安藤末男委員  １０番 栁沼政一委員 

  １１番 齋藤 実委員  １２番 渡邊登喜男委員 １３番 三浦善治委員 

１４番 佐藤正之委員  １６番 佐藤円治委員  １７番 石井珠枝委員 

１８番 佐藤伸夫委員  １９番 吉田修一委員 

 

①番 佐藤政一委員   ②番 先﨑和幸委員   ④番 荻野右近委員 

⑤番 坪井清花委員   ⑥番 渡辺堅一委員   ⑨番 渡邊隆一委員 

⑩番 渡邉 元委員   ⑪番 和田春信委員   ⑫番 橋本清隆委員 

⑬番 箭内倉貴委員   ⑭番 伊藤博之委員   ⑮番 土屋福一委員 

⑰番 箭内正彦委員   ⑱番 松崎典男委員   ⑲番 吉田清吉委員 

⑳番 渡邉利正委員 

 

４．欠席委員    ５番 三田勝一郎委員 １５番 大和田弘委員 

          ③番 吉田典良委員   ⑦番 吉田伸一推進委員 ⑧番 松本洋一委員 

          ⑯番 石井利夫委員 

 

５．農業委員会事務局職員 

 

      局長                遠 藤 浩 一 

      主任主査兼総務係長         菅 野 裕 勝 

      主査                矢 内  敬 

 

６．書  記 

 

      主査                矢 内  敬 



 

７．議事録署名人 

                 １１番  齋 藤  実   委員 

                 １２番  渡 邊 登喜男  委員 

 

 

８．提出案件 

 

 

 

   議案第１号  農地法第３条の規定に基づく許可申請について 

 

 

 

   議案第２号  農地法第５条の規定に基づく許可後の事業計画変更申請について 

                                    （市許可分） 

 

 

   議案第３号  農地法第５条の規定に基づく許可申請について（市許可分） 

 

 

 

   議案第４号  農地法第５条の規定に基づく許可申請の意見決定について（県許可分） 

 

 

 

議案第５号  農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づく農用地利用集積計画 

に対する意見決定について 

 

 

 

   議案第６号  現況確認証明について 

 

 

 

    

 

 



 

    

       

    

９．会議の経過概要   （開会 午後１時３０分） 
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事 務 局 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

皆様、お忙しい中集まりいただき有難うございました。定刻時間より早いですが委員の方

出席しておりますので総会を始めさせていただきます。本日都合により欠席の届出がござい

ましたのは、５番三田勝一郎農業委員、１５番大和田弘農業委員、③番吉田典良推進委員、

⑦番吉田伸一推進委員、⑧番松本洋一推進委員、⑯番石井利夫推進委員であります。ただい

まより令和４年田村市農業委員会第３回総会を始めさせていただきます。会議に先立ちまし

て会長よりご挨拶をいただきます。 

 

皆様、改めましてこんにちは。皆さんには大変お忙しい中集まりいただき誠にありがとう

ございます。ようやく寒い冬も終わり春らしくなってまいりましたが、驚くべき事がたくさ

ございました。ロシアへのウクライナ進行、またコロナウイルスが終息しないこと、そして

遠藤事務局長のＮＨＫのど自慢出演でありました。歌とパフォーマンスで全国の皆さんに田

村市をアピールいただきました。本当に素晴らしい特別賞をいただきました。農業委員会と

しては本当にうれしく思います。どうか拍手を局長に送って下さい。（拍手）驚きの事ばか

りですが、今日も皆さんと一緒に慎重審議していただきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

 

これより会議に入りますが、田村市農業委員会会議規則第６条の規定により、議長は会長 

にお願いを致します。よろしくお願いします。 

 

本日の案件は、 

議案第１号 農地法第３条の規定に基づく許可申請について          １２件 

議案第２号 農地法第５条の規定に基づく許可後の事業計画変更申請について  

                             （市許可分）   ２件 

議案第３号 農地法第５条の規定に基づく許可申請について（市許可分）     １件 

 議案第４号 農地法第５条の規定に基づく許可申請の意見決定について（県許可分）１件 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づく農用地利用 

      集積計画に対する意見決定について                ６件 

議案第６号 現況確認証明について                      １件 

 

以上２３件であります。よろしくご審議賜りますようお願い致します。 

農業委員総数１９名、うち出席委員１７名、欠席委員２名、農地利用最適化推進委員２０

名、うち出席委員１６名、欠席委員４名、よって総会は成立致します。 

次に議事録署名人でございますが、議長指名でご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、１１番齋藤実委員、１２番渡邊登喜男委員を指名致します。 

次に本日の会議の進め方について申し上げます。ご発言をいただく際はその都度挙手によ



 

 

 

 

事務局 

 

議   長 

 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

議   長 

 

 

３番委員 

 

 

 

 

議   長 

 

 

４番委員 

 

 

 

 

議   長 

り議長の指名を受けてからお願いします。それでは議事に入らせていただきます。 

議案第１号「農地法第３条の規定に基づく許可申請について」を議題と致します。それで

は、整理番号１番から１２番について事務局説明願います。 

 

整理番号１番から１２番について、議案書朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

ただいま説明がありました事項については、あらかじめ担当区域の委員の方に、調査を 

お願いしておりますので、調査結果についてご報告をいただいてから審議したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議がありませんので、ご報告をお願いします。整理番号１番について、２番陣野原進委

員ご報告をお願い致します。 

 

２番陣野原です。整理番号１番については先日の委員会で空き家バンクの案件にあり委員

の皆様にお世話になったのですが今回は売買で１２日午前中に、吉田推進委員と私と代理人

の３名で確認してまいりました。内容は空き家バンクの農地として購入したいとの話であり

ました。問題ないものと見てまいりました。以上です。 

 

ありがとうございました。次に整理番号２番について、３番栁沼正郎委員ご報告をお願い

致します。 

 

３番栁沼です。整理番号２番について報告します。１３日朝方に私と荻野推進委員と譲受

人の３名で現地確認しました。譲渡人は郡山市在住で農地の管理ができないという内容であ

り譲受人は大越町認定農業者であり農業経営に精進しております。何ら問題ないものと見て

まいりました。委員の皆様の慎重審議よろしくお願いします。 

                                                                                                                             

ありがとうございました。次に整理番号３番について、４番猪狩徳孝委員ご報告をお願い

致します。 

 

４番猪狩です。整理番号３番について報告します。先週の３月１１日に譲渡人と譲受人双

方の代理人と連絡を取りたかったのですが多忙で電話にて確認をしました。場所に関しては

大きな田んぼの一角が譲渡人の土地であり耕作条件の向上ということで双方の合意でもあり

何ら問題ないものと見てまいりました。以上報告します。 

 

ありがとうございました。次に整理番号４番から７番について、８番白岩幸一委員ご報告



 

 

８番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

９番委員 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

１３番委員 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

事務局 

 

議   長 

をお願い致します。 

 

８番白岩です。整理番号４番について報告します。１２日の午前に私と渡邉推進委員と譲

受人の父親の３名で現地確認しました。譲渡人が高齢のため電話で確認をしましたが何ら問

題ないものと見てまいりました。現地は譲受人の父が３０年前から作付をしていますので何

ら問題ないものと確認してまいりました。次に整理番号５番から８番について譲渡人が関連

しておりますのでまとめて報告します。同じ１２日午前中、譲渡人と私と渡邉推進委員の３

名で現地確認をしました。この３件が譲渡人の分家になりますので約７０～１００年前に譲

った農地との話でありました。最近いろいろ固定資産税を調べたらこの３筆が登記されてい

なかったので今回この申請に至った訳であります。 

 

ありがとうございました。次に整理番号８番及び９番について、９番安藤末男委員ご報告

をお願い致します。 

 

９番安藤です。整理番号８番と９番の案件について報告します。整理番号８番ですが、譲

渡人が譲受人から譲りたいとの話があり両者にそれぞれ意思がありましたので何ら問題ない

ものと見てまいりました。次に整理番号９番につきましては譲渡人の自宅に伺いまして譲渡

人の奥さんに確認してまいりました。自宅から見える土地で間違いないものと確認してまい

りました。譲受人は息子さんなので、息子さんに譲りたいとの話でありましたので何ら問題

ないものと見てまいりました。以上です。 

 

ありがとうございました。次に整理番号１０番から１２番について、１３番三浦善治委

員ご報告をお願い致します。 

 

１３番三浦です。整理番号１０番から１２番まで調査報告します。整理番号１０番と１１

番は関連しますのでまとめて報告します。１１日午前中、私と石井推進委員と譲渡人と譲受

人の４名で現地確認をしました。所有権移転の交換ということで何ら問題ないものと見てま

いりました。整理番号１２番でありますが、１１日午後より譲渡人と譲受人と私と石井推進

委員の４名で現地確認を行いました。非農地の関係で片方は雑種地になっているということ

でこちらも何ら問題ないものと見てまいりました。以上です。 

 

ありがとうございました。以上で整理番号１番から１２番について事務局の説明及び調査

結果についての報告が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ござ

いませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 



 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議   長 

 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

 

議   長 

 

６番委員 

 

 

 

議   長 

 

本案について、申請の通り許可することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第１号「農地法第３条の規定に基づく許可申請について」の、整理番号１番か

ら１２番までについては、申請の通り許可する事に決定いたしました。 

以上をもちまして１号議案は終了します。 

次に議案第２号「農地法第５条の規定に基づく許可後の事業計画変更申請について（市許

可分）」を議題と致します。それでは整理番号１番から２番について、事務局説明願います。 

 

整理番号１番から２番について議案書を朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

ただいま説明いたしました事項については、あらかじめ担当区域の委員の方に、調査を 

お願いしておりますので、調査結果についてご報告をいただいてから審議したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

ご異議がありませんので、ご報告をお願いします。整理番号１番について、２番陣野原進

委員ご報告願います。 

 

２番陣野原です。整理番号１番について報告します。先ほど事務局の説明からありました

とおりこの件に期間の延長になり国の工区が大変遅れているということで工事が中断してい

る状態であります。３月以降に再開する予定ですが工期はまた伸びるのではないかという話

でありました。再々延長ということで工事延長の予定も今後ありえるとのことですが、今回

に関しては何ら問題ないものと見てまいりました。以上です。 

 

ありがとうございました。次に整理番号２番について、６番渡邊義輝委員ご報告願います。 

 

６番渡邊です。昨日午後より、私の方で現地確認をしました。先ほど事務局から報告があ

った通り工業団地造成への期間延長であります。工事が遅れているための申請であり書類整

備など何ら問題ないものと見てまいりました。ご報告いたします。 

 

ありがとうございました。以上で整理番号１番から２番まで事務局の説明及び調査結果に

ついての報告が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ございませ



 

 

出席委員 
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出席委員 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議   長 

 

 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

９番委員 

 

 

 

 

議   長 

 

 

んか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 

本案について、申請の通り許可することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第２号「農地法第５条の規定に基づく許可後の事業計画変更申請について（市

許可分）」の、整理番号１番から２番までについては、申請の通り許可する事に決定いたしま

した。 

以上をもちまして２号議案は終了します。 

次に議案第３号「農地法第５条の規定に基づく許可申請について（市許可分）」を議題と

致します。それでは整理番号１番について、事務局説明願います。 

 

整理番号１番からについて議案書を朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

ただいま説明いたしました事項については、あらかじめ担当区域の委員の方に、調査を 

お願いしておりますので、調査結果についてご報告をいただいてから審議したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

ご異議がありませんので、ご報告をお願いします。整理番号１番について、９番安藤末男

委員ご報告願います 

 

９番安藤です。整理番号１番について１４日の午後に私と和田推進委員と代理人の３名で

現地確認をしました。場所は周辺が全部宅地になっておりこの農地だけが残っていました。

周辺の農地がないので何ら影響はないものと見てまいりました。慎重審議よろしくお願いし

ます。 

 

ありがとうございました。以上で整理番号１番について事務局の説明及び調査結果につい

ての報告が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ございませんか。 

 



出席委員 
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出席委員 

 

議   長 
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出席委員 

 

議   長 

 

 

 

９番委員 

 

 

 

 

議   長 

 

 

出席委員 

 

議   長 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 

本案について、申請の通り許可することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第３号「農地法第５条の規定に基づく許可申請について（市許可分）」の、整理

番号１番については、申請の通り許可する事に決定いたしました。 

以上をもちまして３号議案は終了します。 

次に議案第４号「農地法第５条の規定に基づく許可申請の意見決定について（県許可分）」

を議題と致します。それでは整理番号１番について、事務局説明願います。 

 

整理番号１番について議案書を朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

ただいま説明いたしました事項については、あらかじめ担当区域の委員の方に、調査を 

お願いしておりますので、調査結果についてご報告をいただいてから審議したいと思います

が、ご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

ご異議がありませんので、ご報告をお願いします。整理番号１番について、９番安藤末男

ご報告願います。 

 

９番安藤です。整理番号１番について報告します。１５日午後に私と和田推進委員と代理

人行政書士とＪＡ営農本部から１名の４名で現地確認をしました。先ほど説明がありました

とおり倉庫を建てるということで周辺は農地ですが排水など整備をして影響はないものと見

てまいりました。慎重審議よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。以上で整理番号１番について事務局の説明及び調査結果につい

ての報告が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ございませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 



 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

事務局 
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出席委員 

 

議   長 

 

 

出席委員 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議   長 

 

出席委員 

 

議   長 

本案について、申請のとおり許可する事にご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第４号「農地法第５条の規定に基づく許可申請の意見決定について（県許可分）」

の整理番号１番については原案のとおり「許可相当」とする事に意見決定いたします。以上

をもちまして第４号議案は終了いたします。次に議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定に基づく農用地利用集積計画に対する意見決定について」を議題と致しま

す。それでは事務局説明願います。 

 

「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づく農用地利用集積計画に対する

意見決定について」の整理番号１番から６番まで議案書を朗読、説明。 

 

以上で事務局の説明が終わりました。本案について質疑に入ります。質疑を求めます。ご

ざいませんか。 

 

質疑なし。 

 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 

本案について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認めます。 

よって議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づく農用地利用集

積計画に対する意見決定について」の整理番号１番から６番については申し出の通り計画を

定めることについて「適当」であると意見決定いたします。以上をもちまして第５号議案は

終了いたします。次に議案第６号「現況確認証明について」を議題と致します。 

それでは整理番号１番について事務局説明願います。 

 

「現況確認証明について」の整理番号１番について議案書を朗読、説明。 

 

本案について質疑に入ります。質疑を求めます。 

 

 質疑なし。 

 

 質疑なしと認め、質疑を終結します。 



 

 

出席委員 
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 本案について、「非農地」と決定することにご異議ありませんか。 

 

異議なし。 

 

 異議なしと認めます。 

よって、議案第６号「現況確認証明について」の整理番号１番については、「非農地」と決

定致しました。 

以上をもちまして６号議案は終了します。 

これで、本日提出されました案件はすべて終了いたしました。それぞれご承認、ご決定を

賜りましてありがとうございました。これをもちまして、令和４年第３回田村市農業委員

会総会を閉会といたします。 

                              

 

 

                             閉会 １４：１５ 

 

 

 

 



    令和４年３月１７日 
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